
発売金額（主な区間運賃のみ掲載・この他の運賃につきましては、弊社ホームページ等でご確認ください )

有効期間

■ 新年度に有効な「通学証明書」または「通学定期乗車券購入兼用証明書（生徒証・学生証）」
をご用意のうえ、所定の申込用紙に必要事項をご記入ください。※3月18日～4月30日までは
前年度の通学証明書でも、新年度の定期券をご購入いただけます。

発売期間

購入方法

4月1日～翌3月31日

３月1８日～5月31日 ※6月1日以降は発売を行いません。

※有効期限は購入日にかかわらずお求めになった日から3月31日までとなります。
（4月1日以前に新規購入した場合は4月1日より有効）
※上記有効期間の途中でのご購入でも、有効期間や発売金額に変更はございません。

■ 4月から中学校に進学する方は4月1日以降の発売となります。
（生年月日を登録する関係上、3月中は小児用PASMOしか取り扱えないため。）

片道大人普通運賃 対象券種

高校生以上 55,080 6,120 17,440 33,050

中学生 50,490 5,610 15,990 30,290

小学生 27,540 3,060 8,720 16,530

高校生以上 58,320 6,480 18,470 34,990

中学生 53,460 5,940 16,930 32,080

小学生 29,160 3,240 9,240 17,500

高校生以上 68,040 7,560 21,550 40,820

中学生 62,370 6,930 19,750 37,420

小学生 34,020 3,780 10,780 20,410

高校生以上 71,280 7,920 22,570 42,770

中学生 65,340 7,260 20,690 39,200

小学生 35,640 3,960 11,290 21,390

高校生以上 90,720 10,080 28,730 54,430

中学生 83,160 9,240 26,330 49,900

小学生 45,360 5,040 14,370 27,220

高校生以上 97,200 10,800 30,780 58,320

中学生 89,100 9,900 28,220 53,460

小学生 48,600 5,400 15,390 29,160

通学1ヶ月 通学3ヶ月 通学6ヶ月

170円区間

180円区間

210円区間

220円区間

280円区間

300円区間

通学年度
（1年間）

学生のお客さま向け1年間有効の
「通学年度定期券」を3/18～発売します！

通学定期券がさらにおトク！



注意事項

★ 1・3・6ヶ月通学定期券（旧券）をお持ちの方が4月1日以降に年度定期券をお求めの場合、
旧券を払戻し（払戻額がない場合もあります。）または乗車権利を放棄いただき、年度定期券
を発売します。
4月1日から購入日まで経過日数分の割戻しは一切ありません。

★ 1枚のICカードに複数のバス定期券は搭載できないため、1・3・6ヶ月通学定期券（旧券）を
お持ちの方は旧券を払戻し（払戻額がない場合もあります。）または乗車権利を放棄いただき、
年度定期券を発売します。
年度定期券は4月1日から有効のため、購入時点で旧券含め定期券の効力はなくなります。
4月以降のお買い求めをお勧めしますが、払戻額がある場合、経過日数で払戻額が減額される
のでご注意ください。

【4・5月中に通学年度定期券をお買い求めの場合】

東洋バス株式会社 本社☎ 043-271-7621（平日 9:00～17:00） 新山営業所☎ 047-485-1771（9:00～17:00）
千葉シーサイドバス株式会社 ☎ 043-271-0205（9:00～17:00） URL  https://www.toyo-bus.co.jp/

お問い合わせ

「PASMO」は株式会社パスモの登録商標です。「Suica」は東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。

年度定期券
旧定期券

3/28 4/1 4/10

購入

この間の定期券はなくなります

払戻または乗車権利放棄

旧定期券

4/1

年度定期券

4/7

購入

払戻または乗車権利放棄

■ 1ヶ月・3ヶ月・6ヶ月定期券からの継続発売はいたしません。
※現在有効な年度定期券をお持ちの方は3/18より継続購入できます。なお、区間変更や
中学から高校進学に伴う金額変更が発生する場合は継続購入できません。

■ 払戻しは、購入日に関わらず起算日を4月1日として計算します。
算出式は次のとおりです。
定期券額－（当該区間の普通運賃×2×経過日数＋手数料520円）
※経過日数は４月１日からお客様が払戻しにお越しになった当日までの日数となります。
このため、4月1日より概ね5ヶ月を超えますと払戻し額が発生しない可能性があります。

【例1】220円区間の高校生以上の定期券を5月15日（経過日数45日）に払い戻す場合
71,280円－（220円×2×45日＋520円）＝50,960円…こちらが払戻金額となります。

【例2】220円区間の高校生以上の定期券を9月8日（経過日数161日）に払い戻す場合
71,280円－（220円×2×161日＋520円）＝△80円（払戻しなし）

★ 現在有効な1ヶ月・3ヶ月・6ヶ月通学定期券をお持ちの方が年度定期券をお買い
求めになる場合、次の通り取扱いますのでご注意ください。

【３月中に通学年度定期券をお買い求めの場合】
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